
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関
係法律の整備に関する法律」（平成２６年法律第５１号）により介護保険法
（平成９年法律第１２３号）の一部が改正され、平成２７年４月１日から介護
保険法第１１５条の３２に基づく介護サービス事業者の業務管理体制の整
備に係る届出書の届出先が下記のとおり変更となります。

介護サービス事業者の皆様へ

平成２７年４月１日から
介護サービス事業者の業務管理体制の
整備に係る届出書の届出先が変わります

事業所等の所在状況 届出先

３以上の地方厚生局の区域 厚生労働大臣（本省）

２以上の都道府県の区域、

かつ、２以下の地方厚生局の
区域

地方厚生局長

１の都道府県の区域

都道府県知事

１の市町村の区域

※地域密着型サービスに限る。 市町村長

届出先

厚生労働大臣（本省）

事業者の

主たる事務所が所在する

都道府県知事

都道府県知事

指定都市の長

市町村長

うち、１の指定都市の区域

【現行】 【平成27年4月以降】

※ この法改正による届出先の変更に伴い、対象となる介護サービス事業者から改めて届出書の提出
は必要ありません。
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